
（平成２１年１０月７日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正を不要と判断したもの 8 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 5 件

年金記録確認熊本地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



熊本国民年金 事案 452（事案 68の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52 年 10 月から 55 年３月までの期間及び 55 年７月から 56 年

７月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 52年 10月から 55 年３月まで 

             ② 昭和 55年７月から 56年７月まで 

    昭和 63 年に年金福祉事業団（現在は、独立行政法人福祉医療機構）の住

宅資金の借入れを申し込み、52 年８月から 63 年７月までの 11 年間の国民

年金の加入で、250 万円の住宅融資を受けた。再申立てに当たり、この住

宅資金借入申込書及び借入申込に係る抽選結果の通知書を証拠として提出

する。申立期間の国民年金保険料は途中で免除申請することもなく納付し

ているので、未納や申請免除とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、申立人が国民年金保険料を納付してい

たことを示す関係資料（家計簿等）が無く、国民年金保険料を納付したとす

る期間は、申立人の妻の保険料納付記録と一致し、申請免除及び未納の期間

があり、保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない

として、既に当委員会の決定に基づく平成 20 年４月 11 日付け総務大臣の年

金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   申立人は、国民年金保険料の納付を示す資料として、新たに当時の年金福

祉事業団の住宅資金借入申込書及び借入申込に係る抽選結果の通知書を提出

し、申立期間の国民年金保険料は途中で免除申請することもなく、納付して

いると主張しているが、昭和 63 年度における年金福祉事業団から 250 万円を

借り入れる際の条件は、国民年金の保険料納付済期間が５年以上と定められ

ているところ、申立人の 62 年度までの保険料納付済期間は申立期間を除外し

ても５年以上と借入条件を満たしており、申立人が提出した住宅資金借入申



込書をもって申立期間の保険料納付を裏付けるものとは考え難い。 

   また、Ａ町が昭和 63 年８月 26 日付けで発行した申立人に係る国民年金保

険料納付証明書が、申立人の住宅資金借入れに係る資料として関係機関に保

管されており、同証明書の内容は、Ａ町及び社会保険庁の記録と一致してい

ることから、63 年８月当時においても申立期間が未納や申請免除であったと

考えるのが自然であるなど、その他に委員会の当初の決定を変更すべき新た

な事情は見当たらないことから、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付

していたものと認めることはできない。 



熊本国民年金 事案 453 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年４月から３年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年４月から３年３月まで 

    申立期間は県外の大学に在学しており、20 歳になった後の平成元年４月

ごろ、母がＡ市で私の国民年金の加入手続を行った。国民年金保険料は、

Ａ市役所から送付されていた納付書で母が毎月納付してくれていたと思う。 

    申立期間が未加入とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の母親が平成元年４月ごろ、申立人に係る国民年金の加

入手続をＡ市で行ったと主張しているが、申立人は、同年４月７日にＡ市か

らＢ町に住民登録を異動しており、Ａ市及びＢ町のいずれにおいても申立人

に対し国民年金手帳記号番号が払い出された形跡が見当たらない上、申立人

に係る国民年金手帳記号番号は、Ｂ町から住所を移したＣ町で３年２月以降

に払い出されていることが確認でき、申立人の母親は、Ａ市役所から申立人

の国民年金手帳をもらった記憶は無いと証言している。 

   また、申立人は、申立人の母親が申立人の国民年金保険料をＡ市で納付し

たと主張しているが、Ａ市、Ｂ町及びＣ町では、いずれも申立人の申立期間

に係る保険料が納付された形跡は見当たらない上、申立期間は国民年金の未

加入期間であり、申立人に対して国民年金保険料の納付書が発行されたとは

考え難く、保険料を納付できなかったものと考えられる。 

   さらに、申立人の母親が申立人の申立期間に係る国民年金保険料を納付し

たことを示す関連資料（家計簿等）は無く、ほかに申立人の母親が申立人の

申立期間に係る保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断



すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



熊本国民年金 事案 454 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 61 年４月から 63 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年４月から 63年３月まで 

    申立期間は大学生のときであり、20 歳になった後の昭和 61 年４月ごろ、

母がＡ市で私の国民年金の加入手続を行った。国民年金保険料は、Ａ市役

所から送付されてきた納付書で、母が毎月納付してくれていたと思う。 

    申立期間が未加入とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の母親が昭和 61 年４月ごろ、申立人に係る国民年金の加

入手続を行ったと主張しているが、申立人に対して国民年金手帳記号番号が

払い出された形跡はうかがえず、申立人の母親も申立人の国民年金手帳をも

らった記憶が無いと証言しており、申立期間は国民年金の未加入期間である

ことから、国民年金保険料を納付できなかったものと考えられる。 

   また、申立人は、申立期間に係る国民年金保険料を申立人の母親が納付し

ていたと主張しているが、申立人の母親が申立人の申立期間に係る保険料を

納付したことを示す関連資料（家計簿等）は無く、ほかに申立人の母親が申

立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



熊本厚生年金 事案 274 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年 11月１日から平成元年３月１日まで 

    昭和 62 年７月１日から、Ａ市にあったＢ事業所のアルバイトとして勤務

し、同年 11 月から正社員になった。当時の会社名は本社が県外にあったＣ

社だった。申立期間当時は給与から厚生年金保険料を引かれていたと思う

ので、厚生年金保険被保険者であったと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間において、Ｂ事業所を経営していたＣ社に勤務していた

ことは雇用保険の記録から確認できる。 

   しかし、社会保険庁の記録により、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは平成２年７月１日であり、申立期間については適用事業所ではなか

ったことが確認できる上、同社の関連会社数社について調査した結果でも、

２年７月１日以前に厚生年金保険の適用事業所となっている事業所は確認で

きない。 

   また、Ｃ社の業務を引き継いだ、Ｄ社の総務担当者は、「Ｃ社は、申立期

間当時、Ａ市で『Ｂ事業所』を経営していたが、申立期間については厚生年

金保険の適用事業所ではなかった。また、自分が平成元年に同社に入社した

際、厚生年金保険の適用事業所ではなかったので、国民年金に加入してい

た。」と証言している。 

   さらに、申立人が名前を挙げた「Ｂ事業所」の同僚も、社会保険庁の記録

により、Ｃ社の関連会社であるＥ社において平成２年７月１日に厚生年金保

険被保険者の資格を取得しており、また、申立人が姓のみ挙げた同僚数人も、

同社において同日に資格を取得しているものと推認される。 

   加えて、申立人が、申立期間について、厚生年金保険料を事業主により給



与から控除されていた事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は

無く、このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



熊本厚生年金 事案 275 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 50年４月１日から同年 12月 25日まで 

             ② 昭和 53年６月１日から 54年１月 29日まで 

   申立期間①はＡ区にあったＢ社に、申立期間②はＣ市にあったＤ社に勤務

していた。両期間とも雇用保険の記録がある上、そのころ通院していた病院

では負担額は少なかったので、国民健康保険ではなく厚生年金保険被保険者

であったはずである。申立期間について厚生年金保険被保険者であったと認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録により、申立人が、申立期間①についてはＢ社に、申立期

間②についてはＤ社に勤務していたことが確認できる。 

   しかし、申立期間①については、Ｂ社の代表者は、申立人が申立期間当時、

同社に勤務していたことは証言しているものの、「申立期間当時の資料は保

管しておらず、法人設立は昭和 55 年 12 月５日であり、申立期間は法人では

ない。また、厚生年金保険にも加入していない。」と回答しており、社会保

険庁のオンライン記録によると、同社が厚生年金保険の適用事業所となった

のは平成６年８月１日であることが確認できる。 

   申立期間②について、申立人が勤務していたと主張しているＤ社がＣ市に

所在していたことは、商業登記簿から確認できるが、同市を管轄する社会保

険事務所の記録において、Ｄ社という名称の適用事業所を確認することがで

きない。 

   また、社会保険庁のオンライン記録により、同じ地区に所在する「Ｄ社」

に類する名称の厚生年金保険の適用事業所が確認できるが、この事業所は、

代表者の氏名及び事業所の所在地から、申立人が勤務していた申立事業所と



同一と推認することはできない。 

   なお、Ｅ区に存したＤ社と同じ名称の会社に勤務していた従業員は申立人

を覚えておらず、「申立人が主張するＣ市には、営業所は無かった。」と証

言している上、社会事務所が保管する申立期間に係る同社の厚生年金保険被

保険者名簿には申立人の氏名の記載が無く、同名簿の整理番号に欠落が無い

ことが確認できる。 

   さらに、申立人が申立期間①及び②について、厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の

資料は無く、このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



熊本厚生年金 事案 276 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年 10月１日から 45年 10月１日まで 

             ② 昭和 50年 10月１日から 51年４月１日まで 

             ③ 昭和 51年 10月１日から 52 年 10月１日まで 

             ④ 昭和 60年 10月１日から 61 年 10月１日まで 

             ⑤ 昭和 63年 10月１日から平成元年７月１日まで 

    申立期間①はＡ事業所に、申立期間②はＢ事業所に、申立期間③から⑤

まではＣ事業所に勤務していたが、実際に支給された給与と標準報酬月額

の記録が相違している。 

    給与明細書は無いが、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、Ａ事業所は、申立期間当時の賃金台帳等の資料を

保管していないため、申立内容を確認することができない。 

   また、社会保険事務所が保管するＡ事業所に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿を確認しても、申立人の標準報酬月額等の記載内容に不備は無く、

社会保険庁のオンライン記録とも一致しており、さかのぼって標準報酬月額

の訂正が行われた形跡は認められない。 

   申立期間②については、Ｂ事業所は、申立期間当時の賃金台帳等の資料を

保管していないため、申立内容を確認することができない。 

   また、社会保険事務所が保管するＢ事業所に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿を確認しても、申立人の標準報酬月額等の記載内容に不備は無く、

社会保険庁のオンライン記録とも一致しており、さかのぼって標準報酬月額



の訂正が行われた形跡は認められない。 

   申立期間③については、Ｃ事業所から提出された健康保険・厚生年金保険

被保険者資格取得決定通知書により、社会保険庁の記録どおりの標準報酬月

額の届出が行われており、同様に提出された「健康保険・厚生年金保険料・

児童手当拠出金負担金の一覧表」により、社会保険庁に記録されている標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

   申立期間④及び⑤については、Ｃ事業所は、申立期間当時の賃金台帳等の

資料を保管していないため、申立内容を確認することができない。 

   また、社会保険事務所が保管するＣ事業所に係る健康保険厚生年金保険被

保険者原票を確認しても、申立人の標準報酬月額等の記載内容に不備は無く、

社会保険庁のオンライン記録とも一致しており、さかのぼって標準報酬月額

の訂正が行われた形跡は認められない。 

   このほか、すべての申立期間について、申立てに係る事実を確認できる給

与明細書等の関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めるこ

とはできない。 



熊本厚生年金 事案 277 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年７月 20日から 55 年６月１日まで 

    私は、昭和 54 年７月 20 日にＡ社に入社し、59 年５月 15 日まで勤務し

ていたので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間において、Ａ社に勤務していたことは、雇用保険の記録

から確認できる。 

   しかし、申立期間当時、Ａ社に勤務していた同僚の一人は、「私は、昭和

54 年 11 月ごろからＡ社に勤務したが、何箇月も厚生年金保険に加入させて

もらえなかった。その当時、私と同じように加入させてもらえなかった者が

多数いたので、会社に交渉した結果、55 年６月１日に十数人の社員がまとま

って厚生年金保険に加入したことを覚えている。」と証言しており、社会保

険庁の記録において、同日に 14 人が、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者資格

を取得したことが確認できる。 

   また、Ａ社は、申立期間当時の人事記録及び賃金台帳等の関連資料を保管

しておらず、申立期間に係る申立人の厚生年金保険料の控除について確認す

ることができない上、社会保険事務所が保管するＡ社に係る健康保険厚生年

金保険被保険者原票から、資格取得日が昭和 54 年７月１日から 55 年５月 31

日までの期間において、申立人の氏名の記載が無く、同原票の整理番号にも

欠落が無いことが確認できる。 

   さらに、申立人が、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、確認

できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 



   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



熊本厚生年金 事案 278 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年 10月 19日から 46 年３月 25日まで 

    私は、Ａ事業所に勤務し、同事業所において昭和 44 年４月 10 日から 45

年４月１日までの期間は厚生年金保険に加入している記録があるのに、同

じ事業所に同じ勤務形態で勤務していた申立期間については、厚生年金保

険に加入していた記録が無い。 

    申立期間について厚生年金保険被保険者であったと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が提出したＡ事業所の記録を管理するＢ事業所が発行した辞令の写

しから、申立人が申立期間において、臨時職員としてＡ事業所に勤務してい

たことは確認できる。 

   しかし、Ｂ事業所は、「申立期間当時、臨時職員の社会保険の取扱いにつ

いては、各事業所ごとに適用させていた。」と回答しており、Ａ事業所は、

「当時の資料は保存期限を超えており、過去の書類は廃棄しているので、厚

生年金保険の届出、保険料の納付について回答できない。」としていること

から、保険料の控除について確認することができない。 

   また、申立人が挙げた同時期に同じ職種で勤務していた同僚 15 人のうち、

Ａ事業所で厚生年金保険に加入していたと確認できる者は３人のみである上、

同僚の一人は、「臨時職員は厚生年金保険に必ず加入していたというわけで

はなかったと思う。」と証言していることから、同事業所では臨時職員を厚

生年金保険に全員加入させる取扱いではなかったものと考えられる。 

   さらに、社会保険事務所が保管するＡ事業所に係る健康保険厚生年金保険

被保険者原票から、資格取得日が昭和 45 年９月１日から 46 年４月 10 日まで

の期間において、申立人の氏名の記載が無く、同原票の整理番号に欠落が無



いことが確認できる。 

   加えて、申立人が、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、確認

できる関連資料及び周辺事情は、見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 


